
建築物のバリアフリー化の状況（平成23年度）

建築物のバリアフリー化の状況建築物のバリアフリ 化の状況

○2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられており、
平成23年度には1,503件（約1,000万㎡）※1の特別特定建築物（2,000㎡以上）が建築されるなどバリアフリー化が
図られている ※1,2 国土交通省推計図られている。

○平成23年度実績で、2,000㎡以上の特別特定建築物の総ストックの約50％※2についてバリアフリー化が図られている。

（参考）移動等円滑化の促進に関する基本方針（平成23年3月31日 国家公安委員会・総務省・国土交通省告示第一号）

※1,2 国土交通省推計

「2,000㎡以上の特別特定建築物の総ストックの約60％について、平成32年度までに移動等円滑化※3を実施する」

※3 建築物移動等円滑化基準に適合すること
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建築物のバリアフリー化の状況（平成23年度）

認定を受けた特定建築物の件数（地域別）
【平成23年度実績】

認定を受けた特定建築物の件数の推移
【平成6年度～平成23年度の累計実績】
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【平成23年度実績】【平成6年度～平成23年度の累計実績】

合計：130件
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認定を受けた特定建築物の件数（用途別）
【平成6年度～平成23年度累計実績】

建築物の用途 認定件数 シェア

卸売市場、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 2254 47.3%

年度

認定を受けた2000㎡以上の特別特定建築物の件数及び割合

2,000㎡以上の特別特定建築物※（推計値）
1,503件
（100％）

10,341,156㎡
（100％）

病院、診療所 431 9.0%

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターそ
の他これらに類するもの

315 6.6%

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 196 4.1%

集会場、公会堂 178 3.7%

認定を受けた2000㎡以上の特別特定建築物の件数及び割合
【平成23年度実績】

認定を受けた2,000㎡以上の特別特定
建築物（実績値）

114件
（7.6％）

3,002,405㎡
（29.0％）

集会場、 会

事務所 176 3.7%

その他（複合用途建築物含む） 1220 25.6%

合計 4770 100.0%※国土交通省推計

－５－



バリアフリー法に基づく条例策定状況（平成25年3月1日現在）

13都府県 6区市

岩手県、山形県、埼玉県、東京都、神奈川県、石川県、京都府、大阪府、
兵庫県 鳥取県 徳島県 熊本県 大分県

世田谷区、練馬区、横浜市、川崎市、高山市、京都市

平成25年3月1日現在、バリアフリー法に基づく条例を策定している都道府県・市区町村は以下の表のとおり。

兵庫県、鳥取県、徳島県、熊本県、大分県

【建築物の規模の引下げ】 → 詳細については２頁参照
（例）○不特定多数の人が利用する官公署（例）○不特定多数 利用する官公署

・1,000㎡以上：７行政庁
・ 500㎡以上：１行政庁
・ 100㎡以上：１行政庁
・ 全ての規模：９行政庁規模 行政

【建築物の用途の追加】 → 詳細については２頁参照
○特別特定建築物に追加されている特定建築物

（例） 学校（特別支援学校を除く）※ １８行政庁（例）・学校（特別支援学校を除く）※：１８行政庁
※ 幼稚園を除く等、地方公共団体によりさらに限定している場合がある

・保育所：１３行政庁
・共同住宅：１２行政庁

【基準への必要な事項の付加】 → 詳細については３頁参照
（例）・移動等円滑化経路における出入口、廊下、階段等の幅の下限値の引き上げ

・出入口に降雨・降雪の影響を少なくするひさし等を設置・出入口に降雨・降雪の影響を少なくするひさし等を設置
・一定の建築物の浴室における手すりの設置、出入口幅の確保

1



バリアフリー条例で付加する特定建築物及び規模一覧
 バリアフリー条例で規模を別に定めているもの

岩手県 山形県 埼玉県 東京都 世田谷区 練馬区 神奈川県 横浜市 川崎市 石川県 高山市 京都府 京都市 大阪府 兵庫県 鳥取県 徳島県 大分県 熊本県

バリアフリー法
ひとにやさしいまち

づくり条例

山形県みんなにや
さしいまちづくり条

例

埼玉県高齢者、障
害者等が円滑に利
用できる建築物の
整備に関する条例

高齢者、障害者等
が利用しやすい建
築物の整備に関す

る条例

世田谷区高齢者、
障害者等が安全で
安心して利用しや
すい建築物に関す

る条例

練馬区福祉のまち
づくり推進条例

神奈川県みんなの
バリアフリー街づく

り条例

横浜市福祉のまち
づくり条例

（●については平成
24年１２月公布　※
施行は平成26年１

月を予定)

川崎市福祉のまち
づくり条例

石川県バリアフリー
社会の推進に関す

る条例

高山市誰にもやさし
いまちづくり条例

京都府福祉のまち
づくり条例

京都市建築物等の
バリアフリーの促進

に関する条例

大阪府福祉のまち
づくり条例

福祉のまちづくり条
例

鳥取県福祉のまち
づくり条例

徳島県ユニバーサ
ルデザインによるま
ちづくりの推進に関

する条例

大分県福祉のまち
づくり条例

熊本県高齢者、障
害者等の自立と社
会的活動への参加
の促進に関する条

例

うち、第4章 うち、第5章の2 - - - うち、第5章 うち、第4章 うち、第4章第１節 うち、第4章 うち、第4章 うち、第4章 うち、第6章 うち、第3章 うち、第3章 うち、第3章の一部 - うち、第7章 うち、第3章の2 うち、第5章

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 特別支援学校 2,000㎡以上 2,000㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 全ての規模 全ての規模 500㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模 1,000㎡以上 全ての規模 1,000㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模 全ての規模
100㎡以上

*1
1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上

2 病院又は診療所（患者の収容施設を有するもの） 全ての規模 全ての規模 全ての規模 全ての規模 全ての規模 全ての規模 全ての規模

診療所（患者の収容施設を有しないもの） 200㎡以上 500㎡以上 200㎡以上 200㎡以上 300㎡以上 500㎡以上 500㎡以上

3 劇場、映画館又は演芸場 500㎡以上

観覧場 全ての規模

4 集会場（すべての集会室の床面積が200㎡以下のもの） 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上
1,000㎡以上

*2
2,000㎡以上

*4

集会場（1の集会室の床面積が200㎡を超えるもの）

公会堂

5 展示場 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 200㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 500㎡以上 100㎡以上 1,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上

6 百貨店その他の物品販売業を営む店舗 200㎡以上*22

マーケット 500㎡以上

物品販売業を営む店舗 150㎡以上*23

7 ホテル又は旅館 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 200㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 100㎡以上 1,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上

8
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公
署

2,000㎡以上 2,000㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 全ての規模 全ての規模 500㎡以上 全ての規模 全ての規模 1,000㎡以上 全ての規模 1,000㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 100㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上

9
老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
（主として高齢者、障害者等が利用するものに限る）

2,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 全ての規模 全ての規模 500㎡以上 全ての規模 全ての規模 1,000㎡以上 全ての規模 1,000㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 100㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上

10
老人福祉センター、身体障害者福祉センターその他これらに
類するもの

1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上

児童厚生施設その他これらに類するもの 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 1,000㎡以上 2,000㎡以上

11
体育館（一般公共の用に供されるものに限る）、水泳場（一般公共
の用に供されるものに限る）若しくはボーリング場又は遊技場

2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 500㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上
1,000㎡以上(遊技
場は300㎡以上)

1,000㎡以上 1,000㎡以上
1,000㎡以上

*6
2,000㎡以上 2,000㎡以上 1,000㎡以上

全ての規模
*7

1,000㎡以上
1,000㎡以上

*8
1,000㎡以上

1,000㎡以上
*8

12 博物館、美術館又は図書館 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 全ての規模 全ての規模 500㎡以上 全ての規模 全ての規模 1,000㎡以上 全ての規模 1,000㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 500㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上

13 公衆浴場 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 200㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 500㎡以上 1,000㎡以上 500㎡以上 1,000㎡以上 500㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 100㎡以上 500㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上

14 飲食店 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 200㎡以上 500㎡以上 200㎡以上 200㎡以上 500㎡以上 300㎡以上 500㎡以上 1,000㎡以上 500㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 200㎡以上 100㎡以上 200㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上

15
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他
これらに類するサービス業を営む店舗

2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上
200㎡以上

*9
500㎡以上 200㎡以上 200㎡以上 500㎡以上 300㎡以上 500㎡以上 1,000㎡以上

500㎡以上
*9

1,000㎡以上 1,000㎡以上 200㎡以上
100㎡以上

*10
500㎡以上

*11
2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上

16
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する
建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 全ての規模 500㎡以上 全ての規模 全ての規模 1,000㎡以上 全ての規模 1,000㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 100㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上

17
自動車の停留又は駐車のための施設
（一般公共の用に供されるものに限る）

2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 500㎡以上 500㎡以上 500㎡以上 500㎡以上 2,000㎡以上 1,000㎡以上 2,000㎡以上 1,000㎡以上 500㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 500㎡以上 500㎡以上 1,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上

18 公衆便所 50㎡以上 50㎡以上 50㎡以上 50㎡以上 全ての規模 全ての規模 全ての規模 50㎡以上
50㎡以上

*12
50㎡以上 50㎡以上 全ての規模 50㎡以上 50㎡以上 全ての規模 全ての規模 50㎡以上 50㎡以上 50㎡以上 50㎡以上

19 公共用歩廊 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 1,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 1,000㎡以上 2,000㎡以上 全ての規模 1,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上

20 学校（1の用途を除く） -
2,000㎡以上

*13
2,000㎡以上

*14
全ての規模 全ての規模 全ての規模 全ての規模 500㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模

1,000㎡以上
*15

全ての規模 2,000㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 100㎡以上
1,000㎡以上

*13
-

2,000㎡以上
*13

21 卸売市場 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 事務所（8の用途を除く） - - - - - - - - - - - - 3,000㎡以上 3,000㎡以上 - 3,000㎡以上
1,000㎡以上

*16
- - -

23 共同住宅 2,000㎡以上 2,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 2,000㎡以上 ●2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上
2,000㎡以上

又は21戸以上

寄宿舎 2,000㎡以上
2,000㎡以上

又は51室以上

下宿 - - - -

24
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
（9の用途を除く）

- - - 全ての規模*24 全ての規模 全ての規模 全ての規模 500㎡以上 全ての規模 全ての規模 - 全ての規模 2,000㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 100㎡以上 - - -

25
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施
設（11の用途を除く）

- - - 500㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 - 1,000㎡以上 1,000㎡以上 - - - - 1,000㎡以上 全ての規模
1,000㎡以上

*17
- - -

26
キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール
その他これらに類するもの

- - - 500㎡以上
1,000㎡以上

*18
1,000㎡以上

*18
1,000㎡以上

*18
- - - - - - - - - - - - -

自動車教習所又は学習塾 - - - - - - - - - - - - 2,000㎡以上 1,000㎡以上
全ての規模

*19
500㎡以上

*20
- - -

華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの - - - - - - - - - - - - - - 100㎡以上 - - - -

28 工場 - - - - - - - - - - - - - -
200㎡以上

*21
3,000㎡以上 - - - -

29
自動車の停留又は駐車のための施設
（17の用途を除く）

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

知事が認める場
合、適用しないこと
とすることができる

知事が認める場
合、適用しないこと
ができる

区長が認める場
合、適用しないこと
ができる

区長が認める場
合、適用しないこと
ができる

知事が認める場
合、適用しない

●市長が認めて許
可した場合、適用し
ない

市長が認めて許可
した場合、適用しな
い

-
市長が認める場
合、適用しないこと
ができる

所管行政庁が認め
る場合、適用しない

市長が認める場
合、適用しない

所管行政庁が認め
る場合、適用しない

-

＊1  　各種学校又は専修学校は、500㎡以上
＊2  　又は集会室の床面積の合計が1,000㎡以下のもの
＊3  　又は集会室の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの
＊4  　すべての集会室の床面積が200㎡未満のもの
＊5  　床面積が200㎡以上の集会室があるもの
＊6  　遊技場は、500㎡以上
＊7  　遊技場は、100㎡以上
＊8　  ボーリング場又は遊技場は、2,000㎡以上
＊9 　 銀行又は郵便局の営業所は、全ての規模
＊10   銀行、質屋その他これらに類するものは、全ての規模
＊11   郵便局、銀行は100㎡、理髪店、美容院は200㎡
＊12   地方公共団体が設置するものは、全ての規模
＊13   幼稚園を除く
＊14　小学校、中学校、高等学校に限る
＊15　幼稚園、専修学校、専門学校を除く
＊16　公益事業の事務所に限る
＊17　企業の福利厚生用のものを除く
＊18　料理店に限る
＊19　学習塾は、100㎡以上
＊20　自動車教習所等に限る
＊21　自動車修理工場に限る
＊22　コンビニエンスストアを除く
＊23　コンビニエンスストアに限る
＊24　保育所に限る

条例で付加する規定の緩和

2,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 500㎡以上

300㎡以上

全ての規模
*3

500㎡以上 300㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上 全ての規模 1,000㎡以上

用途 規模

No. 建築物の種類

特別
特定

建築物

全ての規模 100㎡以上

500㎡以上 全ての規模1,000㎡以上 500㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上

1,000㎡以上1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上

2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上

2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 全ての規模 500㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上 500㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上1,000㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 全ての規模
全ての規模

*5

500㎡以上

2,000㎡以上 2,000㎡以上 2,000㎡以上 500㎡以上 200㎡以上 200㎡以上

全ての規模 全ての規模 全ての規模

2,000㎡以上 2,000㎡以上100㎡以上 100㎡以上500㎡以上 1,000㎡以上 500㎡以上 1,000㎡以上 1,000㎡以上 200㎡以上

全ての規模 全ての規模 100㎡以上500㎡以上 全ての規模 全ての規模 1,000㎡以上

2,000㎡以上
又は50戸以上

2,000㎡以上

2,000㎡以上 全ての規模 全ての規模 全ての規模 全ての規模 全ての規模 1,000㎡以上 1,000㎡以上

- -

特定
建築物

- - -

1,000㎡以上

-

27

3,000㎡以上

-

-

- - - - - -

1,000㎡以上3,000㎡以上

2



バリアフリー条例で付加する基準一覧
 バリアフリー条例で基準を付加しているもの

岩手県 山形県 埼玉県 東京都 世田谷区 練馬区 神奈川県 横浜市 川崎市 石川県 高山市 京都府 京都市 大阪府 兵庫県 鳥取県 徳島県 大分県 熊本県

ひとにやさしいまちづくり
条例

山形県みんなにやさし
いまちづくり条例

埼玉県高齢者、障害者
等が円滑に利用できる
建築物の整備に関する

条例

高齢者、障害者等が利
用しやすい建築物の整

備に関する条例

世田谷区高齢者、障害
者等が安全で安心して
利用しやすい建築物に

関する条例

練馬区福祉のまちづくり
推進条例

神奈川県みんなのバリ
アフリー街づくり条例

横浜市高齢者、障害者
等が円滑に利用できる
建築物に関する条例

川崎市福祉のまちづくり
条例

石川県バリアフリー社会
の推進に関する条例

高山市誰にもやさしいま
ちづくり条例

京都府福祉のまちづくり
条例

京都市建築物等のバリ
アフリーの促進に関する

条例

大阪府福祉のまちづくり
条例

福祉のまちづくり条例
鳥取県福祉のまちづくり

条例

徳島県ユニバーサルデ
ザインによるまちづくり
の推進に関する条例

大分県福祉のまちづくり
条例

熊本県高齢者、障害者
等の自立と社会的活動
への参加の促進に関す

る条例

施行令 うち、第4章 うち、第5章の2 - - - うち、第5章 うち、第4章 - うち、第4章 うち、第4章 うち、第4章 うち、第5章 うち、第6章 うち、第3章 うち、第3章の一部 うち、第3章 うち、第7章 うち、第3章の2 うち、第5章

条 項 号 - - - - - - - - - - - - - - 施行規則第12条の4 - - - -

11 廊下等
基準
強化

点状ブロック 点状ブロック 点状ブロック 点状ブロック

追加 階段下の空間確保 階段下の空間確保 病院等に手すり 病院等に手すり

12 階段
基準
強化

手すり 手すり 手すり 手すり
手すり、点状ブロック、
回り階段の禁止

手すり、回り階段の禁止 手すり、回り階段の禁止 手すり
手すり、点状ブロック、
回り階段の禁止

手すり、点状ブロック、
回り階段の禁止

点状ブロック
手すり、点状ブロック、
回り階段の禁止

点状ブロック

追加 幅、けあげ・踏み面 幅、けあげ・踏み面 幅、けあげ・踏み面
幅、けあげ・踏み面、け
こみ板

幅 幅、けあげ・踏み面 けこみ板、側板

13 傾斜路
基準
強化

点状ブロック 手すり、点状ブロック 点状ブロック

追加 側壁 側板

基準

14 便所
基準
強化

追加
ベビーチェア・おむつ交
換設備等

床の仕上げ、ベビーチェ
ア・おむつ交換設備等

床の仕上げ、段差の禁
止、ベビーチェア・おむ
つ交換設備等

床の仕上げ、段差の禁
止、着替え設備、ベビー
チェア等

床の仕上げ、出入り口
幅等

床の仕上げ、車いす用
便房の出入口幅等

床の仕上げ、出入り口
幅、ベビーチェア・おむ
つ交換設備等

床の仕上げ、レバー式・
光感知式水洗、手すり、
車いす用便房等

床の仕上げ、レバー式・
光感知式水洗、手すり、
車いす用便房等

床の仕上げ、ベビーチェア・おむ
つ交換設備、車いす用便房、オ
ストメイト対応便房等

床の仕上げ、出入口幅、ベビー
チェア、車いす用便房、オストメイ
ト対応便房等

床の仕上げ、レバー・光感知式
水洗、ベビーチェア・おむつ交換
設備、車いす用便房等

15
ホテル又は旅

館の客室
基準
強化

車いす用客室数

追加
床の仕上げ、車いす用
便房

床の仕上げ、車いす用
便所・浴室、音声案内等

床の仕上げ、コンセン
ト・スイッチの位置、聴
覚障害者対応等

16 敷地内の通路
基準
強化

追加 階段下の空間確保 階段下の空間確保 傾斜路の側壁
階段の規定の適用（段
がある場合）、傾斜路の
手すり・側板

17 駐車場
基準
強化

車いす用駐車施設数 車いす用駐車施設数 車いす用駐車施設数

追加
車いす用駐車施設まで
の誘導表示

車いす用駐車施設まで
の誘導表示

車いす用駐車施設まで
の誘導表示、平坦な床
面

車いす用駐車施設の標
識、出入口に標識・誘導
案内板

18 1
基準
強化

上下移動部分 上下移動部分 上下移動部分 上下移動部分 上下移動部分

追加 ＊共同住宅は別規定あり ＊共同住宅は別規定あり ＊共同住宅は別規定あり
道等～共同住宅の各住
戸

車いす用浴室等・おむ
つ交換室等～利用居室

＊共同住宅は別規定あり ＊共同住宅は別規定あり ＊共同住宅は別規定あり
道等～共同住宅・寄宿
舎の各住戸・寝室

＊共同住宅、公益事業の事
務所は別規定あり

2 1
移動等

円滑化経路
基準
強化

１以上の
移動等円滑化
経路の設置

段の禁止 追加 ＊共同住宅は別規定あり ＊共同住宅は別規定あり ＊共同住宅は別規定あり
＊一定用途の小規模なもの
は別規定あり

＊共同住宅は別規定あり ＊共同住宅は別規定あり ＊共同住宅は別規定あり

2
移動等

円滑化経路
基準
強化

幅 幅 幅

出入口 追加 地上への出入口幅
＊共同住宅は別規定あり

地上への出入口幅
＊共同住宅は別規定あり

地上への出入口幅
＊共同住宅は別規定あり

地上への出入口幅 地上への出入口幅 地上への出入口幅 庇・屋根 庇・屋根
地上への出入口幅、回
転形式の禁止
＊共同住宅は別規定あり

地上への出入口幅
＊共同住宅は別規定あり

透明な戸の衝突防止措
置

庇・屋根、音声誘導設備
＊共同住宅は別規定あり

3
移動等

円滑化経路
基準
強化

幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅

廊下等 追加
授乳・おむつ交換場所
等

点状ブロック、授乳・お
むつ交換場所等
＊共同住宅は別規定あり

点状ブロック、授乳・お
むつ交換場所等
＊共同住宅は別規定あり

点状ブロック、授乳・お
むつ交換場所等
＊共同住宅は別規定あり

＊共同住宅は別規定あり ＊共同住宅は別規定あり
授乳・おむつ交換場所
等

授乳所等、カウンター・
公衆電話台

授乳・おむつ交換場所等、託児部
屋、車いすが転回できる末端　＊共
同住宅、公益事業の事務所は別規
定あり

4
移動等

円滑化経路
基準
強化

幅、勾配 幅、勾配 幅、勾配 幅、勾配 幅 幅 幅

傾斜路 追加
手すり、側壁、始終点に
平坦な部分
＊共同住宅は別規定あり

手すり、側壁、始終点に
平坦な部分
＊共同住宅は別規定あり

手すり、側壁、始終点に
平坦な部分
＊共同住宅は別規定あり

手すり、側壁、始終点に
平坦な部分

手すり、側壁、始終点に
平坦な部分

手すり、側壁、始終点に
平坦な部分
＊共同住宅は別規定あり

手すり、側壁、始終点に
平坦な部分
＊共同住宅は別規定あり

＊共同住宅、公益事業の事
務所は別規定あり

5
移動等

円滑化経路
基準
強化

かご・昇降路の出入口
幅

かご・昇降路の出入口
幅

かご・昇降路の出入口
幅

かご・昇降路の出入口
幅

かごの幅、かご内での
車いすの転回、音声機
能

かごの幅、かご内での
車いすの転回、音声機
能

制御装置の高さ、かご
の幅、かご内での車い
すの転回

エレベーター 追加 ＊共同住宅は別規定あり
出入口戸のガラス
＊共同住宅は別規定あり

出入口戸のガラス
＊共同住宅は別規定あり

かご内の鏡
手すり、戸自動抑制、鏡、開閉延
長、外部通話、点状ブロック等
＊共同住宅は別規定あり

手すり、戸自動抑制、鏡、開閉延
長、外部通話、点状ブロック等
＊共同住宅は別規定あり

手すり、戸のガラス、戸
自動抑制、鏡、開閉延
長、点状ブロック等

手すり、戸のガラス、戸
自動抑制、鏡、開閉延
長、非常ボタン等

手すり、戸自動抑制、鏡
＊共同住宅、公益事業の事
務所は別規定あり

6
移動等

円滑化経路
基準
強化

特殊な
エレベーター

追加 ＊共同住宅は別規定あり ＊共同住宅は別規定あり ＊共同住宅は別規定あり
＊共同住宅は別規定あ
り

＊共同住宅は別規定あ
り

昇降路の出入口が接す
る部分に水平面
＊共同住宅は別規定あり

7
移動等

円滑化経路
基準
強化

幅、傾斜路の幅、傾斜
路の勾配

幅、傾斜路の勾配
幅、傾斜路の幅、傾斜
路の勾配

幅
幅、傾斜路の幅、傾斜
路の勾配

幅、傾斜路の幅 幅、傾斜路の幅
幅、傾斜路の幅、傾斜
路の勾配、踊り場

幅、傾斜路の幅、傾斜
路の勾配、踊り場

敷地内の通路 追加
傾斜路の手すり・側壁・
始終点に平坦な部分
＊共同住宅は別規定あり

傾斜路の手すり・側壁・始終
点を平坦、排水溝等の禁止
＊共同住宅は別規定あり

傾斜路の手すり・側壁・始終
点を平坦、排水溝等の禁止
＊共同住宅は別規定あり

傾斜路の手すり・側壁・
始終点に平坦な部分

傾斜路の手すり・側壁・
始終点に平坦な部分

傾斜路の手すり・側壁・
始終点に平坦な部分
＊共同住宅は別規定あり

傾斜路の手すり・側壁・
始終点に平坦な部分
＊共同住宅は別規定あり

排水溝等のふた 排水溝等のふた
排水溝等のふた
＊共同住宅、公益事業の事
務所は別規定あり

19 標識
基準
強化

追加
移動等円滑化経路の階
段付近に標識

20 案内設備
基準
強化

移動等円滑化措置の階
段の配置を表示した案
内板・点字設備

追加
車いす使用者が円滑に
利用できる案内所

JIS適合図を用いた案内
板

21
案内設備

までの経路
基準
強化

追加
点状ブロック、回り段の
禁止

停車場等に視覚障害者
円滑化経路、車路等の
点状ブロック

- - - 浴室等 追加
床の仕上げ、浴槽等の手
すり、車いすに充分な空
間、出入口幅・段差

床の仕上げ、浴槽等の手
すり、車いすに充分な空
間、出入口幅・段差

床の仕上げ、浴槽等の手
すり、車いすに充分な空
間、出入口幅・段差

床の仕上げ、浴槽等の手
すり、車いすに充分な空
間、出入口幅・段差

床の仕上げ、浴槽等の手
すり、車いすに充分な空
間、出入口幅・段差

床の仕上げ、浴槽等の手
すり、車いすに充分な空
間、出入口幅・段差

床の仕上げ、浴槽等の手
すり、車いすに充分な空
間、出入口幅・段差

床の仕上げ、浴槽等の手
すり、車いすに充分な空
間、出入口幅・段差

床の仕上げ、浴槽等の手す
り、出入口幅・段差、浴槽縁
高さ、更衣室幅等

- - - エスカレーター 追加
踏み段端部の色、くし板
端部の色、昇降方向の
音声案内設備

- - - 出入口 追加
視覚障害者等利用の外
部出入口、停車場等の
出入口に点状ブロック

知事が認める場合 適
- - -

条例で付加す
る規定の緩和

追加
知事が認める場合、適
用しないこととすること
ができる

知事が認める場合、適
用しないことができる

区長が認める場合、適
用しないことができる

区長が認める場合、適
用しないことができる

知事が認める場合、適
用しない

市長が認めて許可した
場合、適用しない

市長が認めて許可した
場合、適用しない

市長が認める場合、適
用しないことができる

所管行政庁が認める場
合、適用しない

市長が認める場合、適
用しない

所管行政庁が認める場
合、適用しない

知事が認める場合、適
用しない

備考
円滑化基準に付加する
事項なし

円滑化基準に付加する
事項なし

【注意】上記は平成25年
3月1日時点（調査時）の
もの。平成26年１月に改
正規則を施行予定。

円滑化基準に付加する
事項なし

円滑化基準に付加する
事項なし

円滑化基準に付加する
事項なし
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